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同上

・消防法第11条の５第１項
　市町村長等は、製造所、貯蔵所（移動タンク貯蔵所を除く。）又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取
扱いが第10条第３項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者
又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができ
る。

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/

危険物の貯蔵取扱基準適合命令

　製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「製造所等」という。）において、危険物の貯蔵又は取扱いが消防法の規
定に違反していると認めた場合には、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、消防法の危険物貯蔵
取扱いの規定に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができます。

・消防法（昭和23年７月24日法律第186号）第11条の５第１項
　（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

